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5 解
かい

雇
こ

と退
たい

職
しょく

 

会
かい

社
しゃ

を やめるとき 「解
かい

雇
こ

」と 「退
たい

職
しょく

」が あります。 

5-1 解
かい

雇
こ

 

(1) 解
かい

雇
こ

って 何
なに

？ 

会 社
かいしゃ

が あなたを やめさせることを 「解
かい

雇
こ

」と いいます。 「くびになること」です。会 社
かいしゃ

は 理由
り ゆ う

が ないとき

はたらいている人
ひと

を 解雇
かいこ

 できません。 

次
つぎ

のようなとき 会 社
かいしゃ

は はたらいている人
ひと

を 解
かい

雇
こ

してはいけません。 

1. 仕事
しごと

で けがや 病気
びょうき

をして 休
やす

んでいるとき。そして、そのあと 30日
にち

間
かん

。 

2. 子ども
こ   

を うむために 休
やす

んでいるとき（ 産 休
さんきゅう

）。 そして、そのあと 30日
にち

間
かん

。 

3. はたらいている人
ひと

の 国
こく

籍
せき

や 宗 教
しゅうきょう

が 理由
りゆう

のとき。 

4. はたらいている人
ひと

が 労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

監
かん

督
とく

署
しょ

などに そうだんしているとき。 

5. はたらいている人
ひと

が 労
ろう

働
どう

組
くみ

合
あい

に はいっていることや 活 動
かつどう

していることが 理由
りゆう

のとき。 

6. 女
おんな

であること、子
こ

どもが できたことが 理由
りゆう

のとき。 

7. 子
こ

どもを そだてるため 休
やす

んでいるとき（育
いく

児
じ

休
きゅう

業
ぎょう

）。 

会 社
かいしゃ

が 解
かい

雇
こ

できるかどうかは はたらく 期間
きかん

の やくそく（雇
こ

用
よう

期
き

間
かん

）が あるかどうかで ちがいます。 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/eja/e/index.html


 

 

 

多言語
た げ ん ご

生活
せいかつ

情報
じょうほう

 

 E 仕事
し ご と

のトップへ 

E 仕事
し ご と

 
 

 

 

(2) 解雇
か い こ

のとき 会社
かいしゃ

を やめたくない場合
ば あ い

 

解雇
かいこ

のとき、あなたは 会 社
かいしゃ

を やめたくない場合
ばあい

、会 社
かいしゃ

に 「やめたくない」と 言
い

って ください。そして 会 社
かいしゃ

から 退
たい

職
しょく

証
しょう

明
めい

を もらって ください。退
たい

職
しょく

証
しょう

明
めい

には、「会 社
かいしゃ

が あなたを やめさせた（解雇
かいこ

）」か 「あな

たが 自分
じぶん

で 会 社
かいしゃ

を やめた（退 職
たいしょく

）」か どちらなのか 書
か

いてあります 。 

解
かい

雇
こ

の 理由
り ゆ う

が まちがっているときや 会 社
かいしゃ

を やめたくないとき、近
ちか

くの 労
ろう

働
どう

基
き

準
じゅん

監
かん

督
とく

署
しょ

や 弁護士
べ ん ご し

に 

そうだんして ください。 

はたらく 期間
き か ん

の やくそく（雇用
こ よ う

期間
き か ん

）が ないとき  

会社
かいしゃ

は 30日前
にちまえ

までに はた

らいている人
ひと

に 解雇
か い こ

すること

を 言
い

わなければいけない。 言
い

わないで、解雇
か い こ

したとき 

会社
かいしゃ

は 30日分
にちぶん

以上
いじょう

の 

給 料
きゅうりょう

を はらわなければいけ

ない（予告手当
よ こ く て あ て

）。 

はたらく 期間
き か ん

の やくそく（雇用
こ よ う

期間
き か ん

）が あるとき  

会社
かいしゃ

は やくそくの とちゅうで

解雇
か い こ

 できない とくべつな 理由
り ゆ う

で 

解雇
か い こ

するとき 

会社
かいしゃ

は 30日前
にちまえ

までに 解雇
か い こ

することを 言
い

わなければいけ

ない。言
い

わなかったときは 

予告
よ こ く

手当
て あ て

を はらわなければ

いけない。 

※とくべつな 理由
り ゆ う

が あ

るとき 解雇
か い こ

 できます。 
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